
 

 

令和３年度 

 

行政評価の概要 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月 

 飾区 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

 飾区では、厳しい行財政状況の下でも財政破綻を未然に防ぎ、新たな行政需要に

対して適切なサービスを展開していくため、平成14年度から行政評価制度を導入し、

行政の透明性・公開性の向上、説明責任の徹底、成果主義といった視点から、事務事

業の見直しに取り組んできました。 

 

平成 14 年度から 19 年度までは、事務事業を対象とした「事務事業評価」を実施し、

事務事業の必要性・有効性・効率性等の視点から分析・評価を行い、廃止・縮小を含

めた事務事業の見直しに取り組みました。 

 

平成 20 年度から 22 年度までは、評価対象を施策に切り替え「施策評価」を実施し、

施策に対する事務事業の貢献度・優先度の視点から分析・評価を行い、経営資源の適

正配分を図ってきました。 

 

このように９年間にわたる事務事業の見直しを行った結果、廃止・縮小する事務事

業数も減少しており、行財政改革の断行という本区における当初の役割は一定程度果

たされたものと考えられます。 

 

しかし、行政サービスを取り巻く環境の変化に的確に対応していくためには、行政

評価制度を活用した事務事業の見直しを継続する必要があります。 

 

そのため、平成 23 年度からは、区民が利用する行政サービス単位である事務事業

を評価対象とする制度に改め、より一層区民に対する説明責任の徹底を図っています。

また、事務事業の性質に応じた評価手法を導入することで、さらなる成果の創出やこ

れまで以上に効率的・効果的な執行方法の実現に努めています。 

 

この報告書は、令和３年度行政評価の結果をとりまとめたものです。 
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＜別冊１＞令和３年度自己評価の結果 

 評価表の見方 

 （１）事務事業評価表 

 （２）事務事業一覧表 

資料   令和３年度事務事業評価表、事務事業一覧表 

＜別冊２＞令和３年度葛飾区行政評価委員会の評価結果 

 評価結果の見方 

  資料 令和３年度 飾区行政評価委員会 答申 
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１  飾区の行政評価制度 

 

１ 行政評価制度とは 

  行政評価制度とは、区の仕事が「誰のために」「何を目的」としたものなのか、「い

つまでに実現するのか」目的・目標を明確にしながら、その仕事が「どれだけ区民

の役に立っているのか」等を区民の視点に立って評価し、結果を改革・改善につな

げる仕組みです。 

 本区では、この行政評価制度を活用し、限りある行財政資源（予算・人員・情報・

技術など）をより有効かつ適切に配分していくために、ＰＤＣＡ（Plan（計画・予

算）－Do（事業実施）－Check（行政評価）－Action（改善・改革））サイクルを展

開しています。 

さらに、これらの内容を評価表に記載し公表することにより、区の現状を区民に

わかりやすく説明することが可能となり、区民に対する説明責任の向上も図ってい

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的な業務改善 

行政評価 

（Ｃｈｅｃｋ） 

・ＰＲ活動に重点的に取り組む 

・業務の一部を委託化し、柔軟な運営 

体制をつくるとともに人件費を削減する 

改革・改善の結果を踏まえた 

企画立案 

目標の設定 

事業の実施 

（Ｄｏ） 

計画・予算 

（Ｐｌａｎ） 

改革・改善 

（Ａｃｔｉｏｎ） 

ＰＤＣＡサイクル 

改革・改善の例 

・区民サービスの質の向上

が図られているか 

・効率的に実施しているか 

評価の視点の例 
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２ 行政評価制度の目的 

行政評価制度では、事務事業の更なる成果の創出や効率的・効果的な実施方法を

目指すため、「区民サービスの質の向上」「効率的な区政運営の推進」「区民に対する

説明責任の徹底」を目的とし、「事務事業の不断の見直し」に取り組んでいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 評価方法 

 

(1)  対象 
本区が行う行政活動は、区の将来像である「水と緑ゆたかな心ふれあう住みよ

いまち」の実現に向けて、基本計画上の計画体系に合わせて、「政策―施策―事務

事業」の３つに体系化されています。行政評価制度においては、計画体系におけ

る最小単位である事務事業を対象としています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的

手段

目的

手段

政策政策

施策施策

事務事業事務事業

対象

水と緑ゆたかな心ふれあう住みよいまち 

 
区民サービスの質の向上 

効率的な区政運営の推進 

区民に対する説明責任の徹底 

事務事業の不断の見直し 

目的 

役割 
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(2) 自己評価 

すべての対象事務事業について、事業の実施状況やコストの把握を行っていま

す。 

さらに、「成果の向上・改善の余地が大きい」と判断する事務事業等について

は、指標の達成状況、コスト、事務事業を取り巻く環境や実施状況を、区民の利

便性、財源配分、効率性や協働の視点等から分析・評価しています。分析・評価

を実施する事務事業に該当するか否かは、以下のとおり区分しています。 
 

【該当する事務事業】 

① 成果指標を設定できる事業（計画事業を含む） 

② 事務事業目的の達成のために、見直しの余地が大きい事業 

（例）・区が実施するイベント系の事業 

・相談・助言関連事業 

・指定管理事業（指定管理者公募の１年前のみ評価） 

③ 課題を抱えている事業 

【該当しない事務事業】 

① 毎年度方針を見直すことが困難な事業 

（例）・高齢者・障害者への物品助成等の助成事業 

・イベントの助成事業 

・物品の維持管理事業 

・街づくり事業 

② 事業を実施すること自体が課題解決に直結し、事業内容の見直しの余地

が小さいもの 

（例）・表彰、貸付、調査、補償、保険関連の事業 

 

※該当／非該当の区分は、毎年度精査する。 

 

(3) 外部評価 

区民の視点を確保し、評価の客観性を高めるため、区民参加の葛飾区行政評

価委員会を設置しています。 

    詳細は「３ 令和３年度葛飾区行政評価委員会の評価結果」のとおりです。 
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４ 評価の流れ 

対象事務事業の所管課において、過年度の実績情報を把握し、「事務事業評価表」

及び「事務事業一覧表」に記載します。さらに、分析・評価を実施する事務事業に

ついては、実績状況に対する評価と多角的な視点からの分析に基づいて今後の方向

性を検討し、「事務事業評価表」に記載します。 

葛飾区行政評価委員会の評価対象として選定された事務事業については、当該委

員会において区民による評価を実施します。 

作成した評価表等については、区公式ホームページや図書館等にて公表します。 

なお、行政評価の結果については、区民サービスの向上、予算編成、定員管理及

び組織整備等に適切に反映していきます。 

 

評価表の作成者等は次のとおりです。 

「事務事業評価表」及び「事務事業一覧表」については、事務事業の担当職員が

作成し、所管課として公表します。 

「事務事業評価表」のうち、「実施状況に対する評価」及び「今後の方向性」は、

所管部として公表します。 

 

５ 結果の公表 

  行政評価の結果は、10 月（予定）より、区公式ホームページ、区政情報コーナー

（区役所３階 304 番）及び図書館（地区図書館を除く）でご覧いただけます。 
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２ 令和３年度自己評価の結果 

 

１ 対象事務事業等 

令和２年度に実施したすべての事務事業のうち、庶務事務等を除く 923 事務事業

を評価対象としています。このうち、「成果の向上・改善の余地が大きい」と判断す

るもの等（460 事務事業）については、分析・評価を実施しました。 

 

２ 実施期間 

令和３年６月２日～７月２日 

 

（参考）令和３年度自己評価における「今後の方向性」の傾向 

分析・評価を実施する事務事業については、「事務事業評価表」において「今後の

方向性」を選択肢（「改善」、「継続」あるいは「廃止」）より選び、具体的な内容を

記載しています。 

自己評価の結果、約４分の１の事務事業で何らかの「改善」を図ろうとしており、 
「継続」が約４分の３となっています。 
 
図 今後の方向性の内訳 

 
 

区分 定義 事務事業数 比率(%) 

改善 
サービス内容や事業の実施方法（主体・プロセス）等何

らかの見直しを検討し、実施するもの 
113 24.6 

継続 現行のサービス内容や事業の実施方法を継続するもの 345 75.0 

廃止 事業を廃止するもの ２ 0.4 

合  計 460 100.0 

24.6%

75.0%

0.4%

改善

継続

廃止
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３ 令和３年度葛飾区行政評価委員会の評価結果 

 

１ 葛飾区行政評価委員会とは 

行政評価制度において、区民の視点を確保し、評価の客観性を高めるため、平成

14 年度から区民参加の委員会を設置しています。 
  委員会は２つの分科会から構成されています。各分科会では、全３回の分科会活

動を通じて、評価対象事務事業のヒアリングや現場視察などに基づく評価結果を区

長に答申します。 
 
２ 行政評価委員の構成 

  委員会の委員は 16 名で、区長が委嘱した委員（学識経験者２名、区内各種団体

代表６名、公募区民６名、大学選出２名）により構成されています。 
 
３ 対象事務事業 

  自己評価において、「分析・評価」を実施する計画事業の中から、各部が「成果の

向上・改善の余地が大きい」と判断する事務事業について、以下の基準により２事

務事業を選定しています。 
① 事務事業のあり方や方向性について、提言を得た上で改善していきたいもの 

 ・効率化、再構築などを実施したいもの 

    ・積極的に取り組み、成果を高めたいもの 

② 明確な課題があり、解決策の考え方、妥当性について評価を得たいもの 

・成果指標の実績値が低下している、目標値が達成されていないなど 

・事務事業を取り巻く環境の変化など 

 

分科会 事務事業名 担当課 

第一分科会 緑と花のまちづくり事業 環境課 

第二分科会 葛飾ブランド創出支援事業 商工振興課 
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４ 評価期間及び活動実績 

(1) 評価期間 

令和３年７月１日～８月 23 日 
 
(2) 活動実績 

実施時期 会議 主な内容 

７月１日 第１回全体会 委員委嘱、行政評価制度の説明等 

７月８日～８月５日 

各分科会活動 

（全６回：２分科会 

×３回） 

・事務事業ヒアリング 

・現場視察 

・事務事業評価 

８月 23 日 第２回全体会 評価結果の区長への答申 

令和４年２月上旬 

（予定） 
第３回全体会 評価結果に対する区の取組報告 

 


